
該当事項は■

件　　　名

契約担当

業務担当

契約期間 契約日から までとします。

□ （１）生駒市契約規則の規定により免除とします。

■ （２）

□ （３）

①契約保証金を現金で納めること。

②履行保証保険契約による契約保証を付すこと。

■ 無

□ 有 （予算の範囲内で契約にのっとり行います。）

■ 無

□ 有 （予算の範囲内で契約にのっとり行います。）

契　約　主　要　事　項　説　明　書

生駒市緑の基本計画改定及び緑のリビングラボ設立支援業務

みどり公園課

みどり公園課

令和８年２月２８日

契約保証金

生駒市契約規則の規定により過去２ヶ年間に本市又は他の官公庁と同
種同規模の業務の契約履行実績の提示がある場合、又はその他契約
保証金免除措置に該当した場合においては、契約保証金を免除としま
すが、その他の業者の方は、契約金額の１０％の契約保証金の納付又
はそれに代わる担保の提供を求めます。
生駒市契約規則の規定により次の①・②に掲げる契約保証のうち、いず
れか一つを選択することとします。

前払い金

部分払い金


